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税・産業・雇用

税
公
的
年
金
か
ら
の

市
民
税
・
県
民
税
の
天
引
き

ID 1003629
　
65
歳
以
上
の
人
で
公
的
年
金
収
入
に

市
民
税
・
県
民
税
が
掛
か
る
場
合
は
、

年
６
回
に
分
け
て
、
年
金
支
払
額
か
ら

税
額
が
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
さ
れ
ま

す
。
な
お
、
前
年
の
４
月
以
降
に
65
歳

に
な
っ
た
人
は
、
10
月
か
ら
天
引
き
が

開
始
さ
れ
ま
す
。

▼
4
～
8
月
は
仮
徴
収　
令
和
４
年
度

の
公
的
年
金
に
関
す
る
年
税
額
の
2
分 

の
1
の
額
を
3
回
に
分
け
て
、
4
・
6
・ 

8
月
支
給
の
年
金
か
ら
天
引
き
し
ま
す
。 

こ
れ
は
市
民
税
・
県
民
税
の
税
額
の
決

定
が
6
月
に
な
る
た
め
、
暫
定
額
を
差

し
引
く
も
の
で
す
。

▼
10
月
～
令
和
６
年
２
月
は
本
徴
収

公
的
年
金
に
関
す
る
税
額
か
ら
仮
徴
収

税
額
を
差
し
引
い
た
残
り
の
額
を
３
回

に
分
け
て
、
10
・
12
月
・
翌
年
2
月
支

給
の
年
金
か
ら
、
天
引
き
し
ま
す
。

問
市
民
税
課
☎（
632
）２
２
１
７

固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
の

納
税
通
知
書
を
発
送

ID 1003638
　
納
税
通
知
書
と
一
緒
に
発
送
し
た
課

税
資
産
明
細
書
に
は
、
課
税
し
て
い
る

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
内
容
を

記
載
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
第
１
期
の

納
期
限
は
５
月
１
日
で
す
。

■
固
定
資
産
税
の
縦
覧

▼
期
間　
５
月
１
日
ま
で
の
月
～
金
曜

日
、
午
前
8
時
30
分
～
午
後
７
時
。

▼
場
所　
資
産
税
課（
市
役
所
２
階
）。

▼
内
容　
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
、
家

屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
閲
覧
。

▼
対
象　
市
内
の
土
地
や
家
屋
に
対
し

て
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
る
人
。

▼
持
ち
物　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・ 

運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確
認
が
で
き
る

書
類
。
代
理
人
や
法
人
は
委
任
状
（
法

人
は
法
人
登
録
印
を
押
印
）。

▼
そ
の
他　
自
己
の
資
産
が
記
載
さ
れ

た
固
定
資
産
課
税
台
帳
は
、
縦
覧
期
間

中
に
限
り
無
料
で
閲
覧
で
き
ま
す
。
た

だ
し
、
複
写
代
は
１
枚
10
円
で
す
。

問
資
産
税
課
☎（
632
）２
２
４
３

産
　
業

Ｕ
Ｊ
Ｉ
タ
ー
ン

人
材
確
保
支
援
補
助
金

登
録
事
業
者
を
募
集
し
ま
す

ID 1013841
　
補
助
金
を
活
用
し
、
県
外
大
学
生
な

ど
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
受
け
入
れ
を

実
施
す
る
登
録
事
業
者
を
募
集
し
ま
す
。

▼
内
容　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
受
け
入

れ
情
報
を
市

や
チ
ラ
シ
で
発
信
、
事

業
者
の
交
通
費
な
ど
の
補
助
。

▼
対
象　
市
内
に
事
業
所
（
本
・
支
店
、

営
業
所
な
ど
）
が
あ
る
中
小
事
業
者
。

▼
補
助
金
額　
事
業
者
が
負
担
す
る
交

通
費
・
宿
泊
費
の
２
分
の
１
（
上
限
あ

り
）。

▼
申
込
方
法　
商
工
振
興
課
（
市
役
所

７
階
）
に
置
い
て
あ
る
申
請
書
（
市

か
ら
も
取
り
出
し
可
）
に
必
要
事
項
を

書
き
、
関
係
書
類
を
添
え
て
、
直
接
ま

た
は
送
付
で
、
〒
320－

8540
市
役
所
商
工

振
興
課
へ
。

▼
そ
の
他　
補
助
要
件
、
金
額
な
ど
、

詳
し
く
は
、
市

を
ご
覧
に
な
る
か
、

商
工
振
興
課
☎（
632
）２
４
４
６
へ
。

危
険
物
取
扱
者
試
験
と

講
習
会
を
実
施
し
ま
す

1
危
険
物
取
扱
者
試
験

▼
試
験
日
時　
６
月
11
日（
日
）午
前
９

時
～
。

▼
会
場　
作
新
学
院
高
等
学
校
（
一
の

沢
１
丁
目
）。

URL1　https://www.mankan.or.jp/11_managementplan/precert.html

分譲マンション管理組合の
適切な管理を支援

ID 1031066

問住宅政策課☎（632）2552
　分譲マンション管理組合の自主的な適
正管理を推進するため、今年度より「マ
ンション管理計画認定制度」「マンション
管理士相談支援事業補助金」を開始します。
　制度を活用し、分譲マンションの適正
管理に取り組みましょう。
■マンション管理計画認定制度
▼�内容　マンション管理計画が基準を満
たす場合に、適切な管理計画を持つマ
ンションとして、本市から認定を受け
ることができます。
▼�認定基準　集会が年１回以上開催され
ている、管理規約が作成されている、
長期修繕計画の作成または見直しが７
年以内に行われているなど。
▼�申請方法　管理計画認定手続支援サー
ビスURL1に必要事項を入力するか、住宅
政策課（市役所９階）に置いてある申
請書（市 からも取り出し可）に必要
事項を書き、必要書類を添えて、直接
または送付で、〒320－8540市役所住
宅政策課☎（632）2552へ。
▼�その他　認定基準や認定を受けるメ
リットなど、詳しくは、市 をご覧く
ださい。
■マンション管理士相談支援事業補助金
▼�内容　専門家に相談したい分譲マン
ション管理組合を対象に、マンション
管理士への相談費用の一部を助成。
▼�補助額　相談費用の２分の１（最大５,000�
円）。ただし、１管理組合に付き１年度
３回まで。
▼�申請方法　住宅政策課（市役所９階）
に置いてある申請書（市 からも取り
出し可）に必要事項を書き、必要書類
を添えて、直接または送付で、〒320－
8540市役所住宅政策課へ。
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33 本文中に記載がないものは、原則として、対象＝どなたでも、費用＝無料、申込＝不要。 ＝地区市民センター、 ＝出張所、
＝生涯学習センター、 ＝申込時に記載する基本項目は、催し名・郵便番号・住所・氏名・ふりがな・電話番号・人数。

税
・
産
業
・
雇
用

▼
試
験
種
類　
甲
種
・
乙
種
（
第
１
類

～
第
６
類
）、
丙
種
。

▼
試
験
手
数
料　
甲
種=

６
６
０
０
円
、 

乙
種=
４
６
０
０
円
、
丙
種=

３
７
０ 

０
円
。

▼
申
請
期
間　
電
子
申
請
＝
４
月
7
～

18
日
、
書
面
申
請
＝
４
月
10
～
21
日
。

問
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
☎（
624
）１ 

０
２
２
、
消
防
局
予
防
課
☎（
625
）５
５ 

０
７

2
準
備
講
習
会

▼
日
時　
①
５
月
16
日（
火
）②
５
月
20 

日（
土
）、
午
前
９
時
～
。

▼
会
場　
①
東
消
防
署
（
中
今
泉
５
丁

目
）
②
清
原
工
業
団
地
管
理
セ
ン
タ
ー

（
清
原
工
業
団
地
）。

▼
費
用　
６
３
０
０
円（
受
講
料
）。
宇 

都
宮
危
険
物
保
安
協
会
会
員
事
業
所
は

補
助
金
の
申
請
が
可
能
で
す
。

問
県
危
険
物
保
安
協
会
☎（
622
）０
４
３

８
、
消
防
局
予
防
課
☎（
625
）５
５
０
７

■
そ
の
他　
申
込
方
法
な
ど
、
詳
し
く

は
、
各
問
い
合
わ
せ
先
へ
。

農
作
物
の
作
付
状
況
の

現
地
確
認
を
実
施
し
て
い
ま
す

ID 1027692
　
農
業
者
に
対
す
る
交
付
金
を
適
正
に

交
付
す
る
た
め
、
市
農
業
再
生
協
議
会

で
、
対
象
と
な
る
農
作
物
の
作
付
状
況

の
現
地
確
認
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
「
現
地
確
認
中
」と
表
記
し
た
黄
色
の 

腕
章
を
着
用
し
た
担
当
者
が
、
宅
地
な

ど
に
隣
接
し
た
農
地
に
立
ち
入
る
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
実
施
期
間　
通
年
。

▼
実
施
場
所　
市
内
全
域
の
農
地
。

▼
そ
の
他　
作
付
面
積
を
メ
ジ
ャ
ー
で

計
測
し
た
り
、
農
地
や
農
作
物
の
写
真

を
撮
影
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
農
林
生
産
流
通
課
☎（
632
）２
４
５
８

保
育
課
業
務
送
付
用
封
筒
の

有
料
広
告
を
募
集
し
ま
す

ID 1013754▼
掲
出
場
所　
窓
付
き
封
筒
の
裏
面
。

▼
募
集
枠　
１
枠
。

▼
規
格　
A4
版
＝
縦
70
㎜
×
横
170
㎜
、

１
色
刷
り
。B5
版
＝
縦
60
㎜
×
横
150
㎜
、

１
色
刷
り
。

▼
印
刷
枚
数　
約
８
万
１
０
０
０
枚
。

▼
最
低
入
札
価
格（
税
込
）　
１
枠
８
万 

９
１
０
０
円
。

▼
申
込
期
限　
５
月
１
日
（
必
着
）。

▼
申
込
方
法　
保
育
課（
市
役
所
２
階
）

に
置
い
て
あ
る
申
込
書
（
市

か
ら
も

取
り
出
し
可
）
に
必
要
事
項
を
書
き
、

見
積
書
・
広
告
の
原
稿
・
会
社
概
要
（
法

人
の
場
合
）
を
添
え
て
、
直
接
ま
た
は

郵
送
（
簡
易
書
留
）
で
、
〒
320－

8540
市

役
所
保
育
課
☎（
632
）２
３
９
３
へ
。

建
築
物
の
解
体
な
ど
に
係
る

石
綿
事
前
調
査
に

資
格
が
必
要
に
な
り
ま
す

ID 1005270
　

10
月
１
日
以
降
に
着
工
す
る
工
事

で
、
建
築
物
の
解
体
な
ど
に
伴
う
石
綿

事
前
調
査
を
行
う
場
合
に
は
、
建
築
物

石
綿
含
有
建
材
調
査
者
ま
た
は
、
９
月

30
日
ま
で
の
日
本
ア
ス
ベ
ス
ト
調
査
診

断
協
会
登
録
者
が
、
調
査
を
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
９
月
30
日
以
前
に
着
工
す
る

工
事
で
あ
っ
て
も
、
資
格
者
が
調
査
を

行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

問
環
境
保
全
課
☎（
632
）２
４
２
０

NCC（ネットワーク型コンパクトシティ）
形成のための助成制度 ID 1014162

問NCC推進課☎（632）2563
　本市では、便利で暮らしやすく持続可能なNCCを
形成するため、中心部や駅周辺などの都市機能誘導
区域や市街化調整区域の地域拠点に、各地域に応じ
た生活利便施設（医療・福祉、子育て支援、商業な
どの誘導施設）などを誘導しています。

都市機能誘導区域などに生活利便施設を
建てる際などに支援します

　都市機能誘導区域や市街化調整区域の地域拠点に
生活利便施設を建てたり、テナント入居により出店
したりする場合、費用の一部を助成します（区域内
の誘導施設の立地状況などの要件あり)。
▼�補助額　施設整備費・家賃・改修費の10％（上限
あり）。
▼�その他　補助の要件など、詳しくは、市 をご覧
ください。
浸水ハザードエリアに立地する生活利便施設の

浸水対策を支援します
　都市機能誘導区域や市街化調整区域の地域拠点の
うち、浸水ハザードエリアに立地する生活利便施設
の浸水対策への助成を行います。
▼�補助額　止水板の設置などの浸水対策に要する費
用の３分の１（上限あり）。
▼�その他　補助の要件など、詳しくは、市 をご覧
ください。
市街化調整区域の地区計画制度を活用した

住宅団地の整備を支援します　 ID 1009284

　市街化調整区域の地域拠点や小学校周辺におい
て、地区計画制度を活用した住宅団地整備を行う場
合、公共施設整備への助成を行います（地区要件や、
地元まちづくり組織が主体となった取り組みなどの
要件あり）。
▼�補助額　道路や公園などの公共施設整備に要する
費用の一部（最大50％）。
▼�その他　補助の要件など、詳しくは、市 をご覧
ください。


